
 

○埼玉県農業大学校管理規則 

平成十五年九月三十日規則第百二十五号 

改正 

平成一七年 三月一五日規則第一〇号 

平成一九年 八月一〇日規則第七一号 

平成二〇年 八月二九日規則第七八号 

平成二一年 三月三一日規則第六六号 

平成二五年一二月二四日規則第六九号 

平成三一年 三月二九日規則第四六号 

令和 二年 三月三一日規則第四五号 

令和 六年 六月二八日規則第五五号 

令和 八年 三月三一日規則第四四号 

埼玉県農業大学校規則を全部改正するため、埼玉県農業大学校管理規則をここに公布する。 

埼玉県農業大学校管理規則 

埼玉県農業大学校規則（昭和五十九年埼玉県規則第七十七号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第一条 この規則は、埼玉県農業大学校条例（平成十五年埼玉県条例第三十五号。以下「条例」と

いう。）第十一条の規定に基づき、埼玉県農業大学校（以下「大学校」という。）の管理に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（学生の定員） 

第二条 条例第四条第二項の学科の学生の定員は、次の表のとおりとする。 

学科 学生の定員（一学年） 

野菜学科 三十人 

水田複合学科 五人 

花植木学科 十五人 

酪農学科 五人 

短期農業学科 三十五人 

２ 前項の規定にかかわらず、大学校の長（以下「校長」という。）は、必要があると認めるとき

は、同項に規定する学生の定員を変更することができる。 

（専攻の設置） 

第三条 学科に、次の表のとおり専攻を置く。 

学科 専攻 

野菜学科 
施設栽培専攻 

露地栽培専攻 

水田複合学科 水田複合専攻 

花植木学科 
花き専攻 

植木造園専攻 

酪農学科 酪農専攻 

短期農業学科 
短期野菜専攻 

有機農業専攻 

（教育課程） 

第四条 大学校の教育課程は、別表のとおりとする。 

（学年） 

第五条 大学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 



 

（休業日） 

第六条 大学校の休業日は、次のとおりとする。 

一 国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日 

二 日曜日及び土曜日 

三 開校記念日 

四 夏季休業日 八月一日から八月三十一日までの間において校長が定める期間 

五 冬季休業日 十二月二十二日から翌年一月九日までの間において校長が定める期間 

六 春季休業日 三月二十二日から四月九日までの間において校長が定める期間 

七 その他校長が臨時に定める日 

２ 校長は、必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、又は休業日に授業を行うことが

できる。 

（出願手続） 

第七条 大学校に入学しようとする者は、次に掲げる書類を校長に提出しなければならない。 

一 様式第一号の入学願書 

二 最終学校の学業成績証明書又は調査書 

三 様式第二号の入学の動機及び卒業後の目標 

四 様式第三号の推薦書（推薦入学試験により入学しようとする者に限る。） 

五 その他校長が別に定める書類 

（入学試験） 

第八条 大学校において実施する入学試験は、一般入学試験又は推薦入学試験とする。 

２ 入学試験は、学科試験及び人物試験の方法により行う。 

３ 入学試験の期日、場所、試験科目その他実施について必要な事項は、あらかじめ校長が定め、

公告する。 

（入学手続） 

第九条 入学試験に合格した者で入学の許可を受けようとするものは、校長が指定する期日までに、

連帯保証人及び身元引受人を定め、連帯保証人と共に記名した様式第四号（一）の授業料に係る

誓約書及び身元引受人と共に記名した様式第四号（二）の大学校生活に係る誓約書を校長に提出

しなければならない。この場合において、入学の許可を受けようとする者が未成年者であるとき

は、その保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で未成年者を現に保護又は扶助するも

のをいう。）がそれぞれの誓約書に共に記名しなければならない。 

２ 前項の連帯保証人及び身元引受人は、成年者でなければならず、また、連帯保証人は、独立の

生計を営む者（入学の許可を受けようとする者と生計を一にする者を除く。）でなければならな

い。 

３ 第一項前段の場合において、入学の許可を受けようとする者が第七条第二号の規定により調査

書を提出した者であるときは、最終学校の卒業証明書を併せて提出しなければならない。 

（入学の許可に係る書類） 

第十条 条例第六条の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

一 第七条の規定により提出された書類 

二 前条第一項の規定により提出された書類 

（入寮） 

第十一条 大学校に在籍する者（以下「学生」という。）は、大学校の寮に入ることができるもの

とする。 

２ 寮の管理に関し必要な事項は、校長が定める。 

（休学及び復学手続） 

第十二条 学生は、病気その他やむを得ない理由により、継続して一月以上休学しようとするとき



 

は、身元引受人と共に記名した様式第五号の休学願に医師の診断書又は休学しようとする理由を

記載した書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により休学した学生が復学しようとするときは、身元引受人と共に記名した様式第

六号の復学届を校長に提出しなければならない。 

（退学手続） 

第十三条 学生は、病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、身元引受人と共

に記名した様式第七号の退学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。 

（転籍） 

第十四条 短期農業学科に在籍する者は、相当の学力があると認められたときは、野菜学科、水田

複合学科、花植木学科又は酪農学科（次条第一項、第十八条及び別表において「野菜学科等」と

いう。）に転籍することができるものとする。 

２ 前項に規定する学力の認定は、校長が行う。 

（在籍期間） 

第十五条 大学校に在籍することができる期間の上限は、野菜学科等にあっては四年、短期農業学

科にあっては二年とする。 

２ 前項に規定する期間の上限には、第十二条第一項の規定により許可を受けた休学の期間を含む

ものとする。 

（授業科目及び履修の認定） 

第十六条 校長は、第四条の教育課程において設定する各教科について、別に授業科目を定めるも

のとする。 

２ 校長は、前項の授業科目の履修について、出席の状況、筆記試験及び論文の成績等に基づいて

その認定を行い、所定の単位を与えるものとする。 

（教育課程の修了） 

第十七条 校長は、所定の単位数を取得した者に対し、教育課程の修了を認定するものとする。 

（専門士の称号） 

第十八条 野菜学科等を修了した学生は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百三十一

条の二の規定に基づき、専門士と称することができる。 

（卒業） 

第十九条 校長は、所定の教育課程を修了した学生に対し、様式第八号の卒業証書を授与するもの

とする。 

（褒賞） 

第二十条 校長は、学業に精励し、その成績が優秀であり、他の学生の模範となる学生を褒賞する

ことができる。 

（授業料の納付） 

第二十一条 条例第七条第一項に規定する授業料は、四月一日から九月三十日までを前期、十月一

日から翌年三月三十一日までを後期とし、その年額の二分の一に相当する額を、前期にあっては

四月三十日までに、後期にあっては十月三十一日までに納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、校長が特に必要があると認めるときは、授業料の納付を猶予するこ

とができる。 

３ 前期又は後期の途中において復学した者の当該期分の授業料は、復学の日から校長が指定する

期日までに納付しなければならない。 

第二十二条 前期又は後期の途中において卒業若しくは退学をした者又は死亡等により除籍をされ

た者は、当該卒業若しくは退学又は除籍の日の属する月の翌月から授業料の納付を要しない。 

２ 学生が月の全日数を休学した場合は、当該休学した月の授業料の納付を要しない。 

（授業料の減免の額） 



 

第二十三条 条例第八条の規定による授業料の減額又は免除（以下「減免」という。）は、月を単

位として期間を定めて行うものとし、授業料の減免の額は、授業料の年額の十二分の一に相当す

る額に当該期間の月数を乗じて得た額の全額又は三分の二、三分の一若しくは四分の一の額（百

円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額）とする。 

（減免手続及び決定） 

第二十四条 授業料の減免を受けようとする者は、校長が別に定める授業料減免申請書に減免の理

由を証明する書類その他必要な書類を添えて、校長に提出しなければならない。 

２ 校長は、別に定める審査基準に従い、減免の決定を行うものとする。 

（減免の取消し） 

第二十五条 校長は、授業料の減免を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の減免を取り消すものとする。 

一 本人から辞退の申出があったとき。 

二 授業料の減免を必要としない理由が生じたと認めたとき。 

２ 校長は、授業料の減免を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を

取り消すことができる。 

一 授業料の減免申請に不正があると認めたとき。 

二 学業成績が著しく不良となったと認めたとき。 

三 学生たるにふさわしくない行為があったと認めたとき。 

（授業料の還付） 

第二十六条 条例第九条ただし書の規定による授業料の還付は、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定める額について行うものとする。 

一 第二十一条第一項に該当するとき 既に支払った授業料のうち、同項の規定に従い納付を要

しない額 

二 第二十一条第二項に該当するとき 既に支払った授業料のうち、同項の規定に従い納付を要

しない額 

三 第二十三条第二項の規定により減免が認められたとき 既に支払った授業料のうち、減免さ

れることとなった額 

四 その他特に校長が必要と認めたとき 校長が必要と認めた額 

（委任） 

第二十七条 この規則に定めるもののほか、大学校の管理に関し必要な事項は、校長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第八条から第十条までの規定は、平

成十五年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 条例附則第二項に規定する期間における改正後の第六条、第七条及び第十二条の規定の適用に

ついては、「担い手養成部」とあるのは「担い手養成部又は養成部門」とする。 

３ 条例附則第二項の規定により大学校の養成部門に在籍する者に係る定員、専攻コース、教育課

程、休学手続、復学手続、退学手続、卒業及び褒賞については、なお従前の例による。 

附 則（平成十七年三月十五日規則第十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十九年八月十日規則第七十一号） 

１ この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、様式第一号（一）から様式第一号（三）

までの改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の埼玉県農業大学校管理規則の規定は、平成二十年四月一日以後に埼玉県農業大学校の



 

担い手養成部に入学する者について適用し、平成二十年三月三十一日において埼玉県農業大学校

の担い手養成部に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（平成二十年八月二十九日規則第七十八号） 

この規則は、公布の日から施行する。（後略） 

附 則（平成二十一年三月三十一日規則第六十六号） 

１ この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条第四項の改正規

定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の第二条、第三条第一項、第四条、第十五条第一項及び別表第一号の規定は、この規則

の施行の日以後に埼玉県農業大学校の担い手養成部に入学する者について適用し、この規則の施

行の際現に埼玉県農業大学校の担い手養成部に在籍している学生については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成二十五年十二月二十四日規則第六十九号） 

１ この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定（同条を第七条

とする部分を除く。）、第九条の改正規定（同条を第八条とする部分を除く。）、様式第一号（二）

及び様式第一号（三）を削る改正規定、様式第一号（一）の改正規定（「（第８条関係）」を「（第

７条関係）」に改める部分を除く。）、同様式を様式第一号とする改正規定並びに様式第三号（一）

及び様式第三号（二）の改正規定（「（第８条関係）」を「（第７条関係）」に改める部分を除

く。）は、平成二十六年四月一日から施行する。 

２ 改正後の埼玉県農業大学校管理規則の規定（第六条の規定を除く。）は、平成二十七年四月一

日以後に埼玉県農業大学校に入学する者について適用し、同年三月三十一日において埼玉県農業

大学校の担い手養成部に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（平成三十一年三月二十九日規則第四十六号） 

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則（令和二年三月三十一日規則第四十五号） 

この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則（令和六年六月二十八日規則第五十五号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二十二条の規定は、令和六年度に係る授業料から

適用する。 

附 則（令和八年三月三十一日規則第四十四号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定、第二十六条を第二

十七条とし、第十八条から第二十五条までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の次に一条を加える改

正規定並びに様式第八号（一）及び様式第八号（二）の改正規定は、令和八年四月一日から施行

する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第九条、第十二条、第十三条及び様式第四号（一）から様式第七号までの規定は、令

和九年四月一日以後に埼玉県農業大学校に入学する者について適用し、同年三月三十一日におい

て埼玉県農業大学校に在学する学生については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正前の埼玉県農業大学校管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所

要の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 



 

別表（第四条関係） 

一 野菜学科等 

区分 教科 単位 授業時間 

教養教科 

社会 心理 文学 統

計・情報 英語 生物工

学 体育 

七単位 一三五時間

専門教

科 

共通教

科 

野菜学科、水田複合学

科、花植木学科 

農業政策 農業基礎技

術 農業経営 農産物

流通 食品 農業基礎

演習 農業基礎実験 

二八単位 五一〇時間

酪農学科 

農業政策 農業基礎技

術 農業経営 農産物

流通 食品 農業基礎

演習 農業基礎実験 

三一単位 五五五時間

 
野菜学

科 

施設栽培専攻 
施設野菜各論 施設野

菜実習 卒業論文 
六三単位 一、七八五時間

  露地栽培専攻 
露地野菜各論 露地野

菜実習 卒業論文 
六三単位 一、七八五時間

 
専攻別

教科 

水田複

合学科 
水田複合専攻 

水田複合各論 水田複

合実習 卒業論文 
六三単位 一、七八五時間

 
花植木

学科 

花き専攻 
花き各論 花き実習 

卒業論文 
六三単位 一、七八五時間

  植木造園専攻 
植木造園各論 植木造

園実習 卒業論文 
六三単位 一、七八五時間

  
酪農学

科 
酪農専攻 

酪農各論 酪農実習 

卒業論文 
六〇単位 一、七四〇時間

二 短期農業学科 

区分 教科 単位 授業時間 

専門教

科 

共通教

科 

短期野菜専攻、有機農

業専攻 

農業政策 農業基礎技術 

農業経営 食品 農産加

工 農業基礎演習 

五単位 七五時間

専攻別

教科 

短期野菜専攻 野菜各論 野菜実習 三一単位 八二五時間

有機農業専攻 
有機農業各論 有機農業

実習 
三一単位 八二五時間

 

（以下様式省略） 


